
第２条関係（第４条関係）  07‐01 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 母子管理システム 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 

①乳幼児健康診査：乳幼児健康診査（3～5ヵ月児、1歳6ヵ月児、3歳児）

の受診状況を入力し管理するため。 

②予防接種（定期予防接種、高齢者予防接種）：対象者の抽出と、接種

状況のデータ入力と把握のため。 

記録項目 

①乳幼児健康診査：1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5健診結果（計

測値や受診結果等） 

②予防接種：1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5各ワクチン接種状況  

記録範囲 
①乳幼児健康診査：3～5ヵ月児、1歳6ヵ月児、3歳児健診の対象者 

②予防接種：定期予防接種及び高齢者予防接種の対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システムより収集 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含む（乳幼児健康診査） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

☑有    □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐02 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 妊娠届、妊婦健診台帳ファイル 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 妊婦の健康状態等を健診結果等ふまえて把握する目的で利用する 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.電話番号、5.妊娠届出日、6.出産予定

日、7.出産日、8.受診先医療機関、9.妊婦健診受診日・所見、10.妊産

婦支援状況 

記録範囲 当町へ妊娠届を提出した者、町外から転入した妊婦 

記録情報の収集方法 
妊婦本人の届出、受診先医療機関からの妊婦委託健康診査受診票の提

出により情報を収集する 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

☑有    □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐03 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（特定健診・がん検診等） 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 

・各種検（健）診の予約、受診券や勧奨通知の発送、結果についての

登録・管理のため 

・各種検（健）診の統計・報告に関する事務のため 

記録項目 

1健管（宛名）番号、2氏名・性別、3生年月日、4郵便番号・住所・電話

番号、5各種検（健）診該当詳細項目、6国民健康保険・後期高齢者医療

保険・生活保護の加入者情報、7各種検（健）診精密検査の詳細記録 

記録範囲 各種検（健診）の対象者、特定保健指導を受けた者 

記録情報の収集方法 本人、医療機関、検（健）診実施機関等からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、その他（医療機関、実施機関） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 
政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐04 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 新型コロナワクチン接種予約管理ファイル 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナワクチン接種事務における予約状況や過去接種履歴等を確

認するため 

記録項目 1氏名、2住所、3性別、4生年月日・年齢、5電話番号 

記録範囲 新型コロナワクチン接種対象者（生後6か月以上の町民） 

記録情報の収集方法 ワクチン接種者 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

☑有    □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐05 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（新型コロナ） 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナワクチン接種事務における接種対象者、過去接種履歴、接

種券の発行等を行うために使用する 

記録項目 1識別番号、2氏名、3住所、4性別、5生年月日・年齢、6個人番号 

記録範囲 新型コロナワクチン接種対象者（生後6か月以上の町民） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、ワクチン接種者、ワクチン接種記録システム（VRS） 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

☑有    □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐06 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（風しん第5期） 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性で2024年度末までに、

対象世代の抗体保有率を90％に引き上げるための抗体検査・予防接種

の対象者を抽出し、勧奨、管理するため。 

記録項目 
1氏名、2生年月日、3性別、4年齢、5住所、6抗体価、7接種年月日、8接

種医療機関 

記録範囲 
昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性で抗体検査・予防接種

した者 

記録情報の収集方法 本人、医療機関、検（健）診実施機関等からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、その他（医療機関、実施機関） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐07 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯）システム 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 令和４年度低所得の子育て世帯へ給付金を支給するため 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5世帯状況、6課税情報、7口座情報 

8電話番号、9行政区 

記録範囲 本給付金支給対象となる者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、課税台帳、児童手当台帳、本人提出の申請書 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐08 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 青森県子育て世帯臨時特別給付金システム 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 令和４年度青森県子育て世帯臨時特別給付金を支給するため 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5世帯状況、6課税情報、7口座情報 

8電話番号、9行政区 

記録範囲 本給付金支給対象となる者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、課税台帳、児童手当台帳、本人提出の申請書 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 
政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐09 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 保育児童台帳 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 保育料及び保育施設運営費の算定のため 

記録項目 

1個人番号、2識別番号、3氏名、4性別、5住所、6電話番号、7生年月日・

年齢、8本籍・国籍、9親族関係、10家族状況、11居住状況、12所得・収

入、13公的扶助、14口座情報、15就業・就学状況 

記録範囲 保育利用申込書を提出した者 

記録情報の収集方法 申請書、住民基本台帳、自治体中間サーバーの情報連携 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 保育施設、他の市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 
政令第21条第7項に該当するファイル 

☑有    □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐10 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 児童手当システム 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当を支給するためのシステム 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5世帯状況、6課税情報、7口座情報 

8電話番号、9行政区 

記録範囲 児童手当支給対象となる者及び判定対象となる者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、課税台帳、本人提出の申請書 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 



第２条関係（第４条関係）  07‐11 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 令和7年度物価高対応子育て応援手当給付金システム 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
物価高の影響が長期化し、特にその影響を受けている子育て世帯を力

強く応援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5世帯状況、6口座情報、7電話番号、

8宛名番号 

記録範囲 

①令和7年9月分の児童手当受給者（9月出生児童は10月分） 

②令和7年9月30日（基準日）の翌日以後令和8年3月31日までの間に出

生した児童の父母等。 

③①の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日ま

での間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった者。 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、課税台帳、本人提出の申請書 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  



第２条関係（第４条関係）  07‐12 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（帯状疱疹予防接種） 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和7年4月1日より予防接種法第5条第1項のB類疾病に追加された定期

予防接種として対象を抽出し実施する。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5年齢、6接種年月日、7接種医療機

関、8使用ワクチン 

記録範囲 帯状疱疹予防接種者（65歳の町民、65歳以上の5歳刻みの町民） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳 及び 本人、医療機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 本人、その他（医療機関） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  

 

 



第２条関係（第４条関係）  07‐13 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム（風しん抗体検査及び予防接種費用助成） 

行政機関等の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 

先天性風しん症候群の予防目的で接種を希望する女性並びに妊娠して

いる女性の夫及び同居家族に対して、町が風しん抗体検査及び麻しん

風しん混合ワクチンの接種に要する費用を助成するため、事業の勧奨、

管理を行う。 

記録項目 
1氏名、2生年月日、3性別、4年齢、5住所、6抗体価、7接種年月日、8接

種医療機関 

記録範囲 
先天性風しん症候群の予防目的で予防接種を希望する女性 

妊娠している女性の夫及び同居家族 

記録情報の収集方法 本人、医療機関、検（健）診実施機関等からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれてい
るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 本人、その他（医療機関、実施機関） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（住所）〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 

（名称）野辺地町総務課 

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

□有    ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び住所 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受けること
ができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨 

― 

備  考  



 


